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はじめに

都市公園は、人々のレクリエーションの空間となるほか、良好な都市景観の

形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域

づくりに資する交流の空間など多様な機能を有する都市の根幹的な施設である。

しかし、我が国における都市公園をはじめとする都市の緑とオープンスペー

スの整備水準は依然として不足している状況にあることから、これらを効果的、

効率的に確保し、増加させていくことが必要である。

このため国土交通省では、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（平成１

６年法律第１０９号）における都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下

「法」という。）の改正や都市公園法施行令の一部を改正する政令（平成１５

年政令第１０１号）等を受け、改正部分及びその関連部分について、法第３１

条に規定する国による都市公園の行政又は技術に関する助言の一環として、都

市公園制度の趣旨や意図、法の円滑かつ適切な運用を図るに当たって望ましい

運用のあり方やその際の留意事項等について原則的な考え方を示すことで、地

方公共団体や地方整備局が都市公園の整備及び管理を行う際の参考に資するこ

とを目的として、平成１６年１２月に都市公園法運用指針作成したところであ

る。

本指針の今回の改正は、平成２３年８月３０日に公布された地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（平成２３年法律第１０５号。以下「第２次一括法」という。）において法の

一部が改正され、また、平成２３年１１月２８日に公布された地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令において都市

公園法施行令（昭和３１年政令第２５号。以下「施行令」という。）の一部が

改正され、ともに平成２４年４月１日に施行されることから、改正部分及びそ

の関連部分について、指針を追加・修正したものである。

なお、本指針は、経済社会情勢の動向や法令の改正等を踏まえ、今後とも適

宜改訂を行い、充実を図っていきたいと考えている。

【注】本指針の語尾等の表現について

本指針に記述されている各事項間には当該事項によるべきものとする考え方に差異があ

ることから、おおむね次のような考え方で記述している。

①～べきである。～べきでない。

法令、制度の趣旨等から、記述された事項による運用が強く要請されると国が考えてい

るもの。
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②～ことが望ましい。～ことは望ましくない。

制度の趣旨等から、記述された事項による運用が想定されていると国が考えているもの。

③～ことが（も）考えられる。

記述された事項による運用を国が例示的に示したもの。
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１．都市公園の設置基準について（法第３条関係）

（１）趣旨

都市公園は、住民の利用に供する身近なものから広域的な利用に供するも

のまで、様々な規模の、様々な種類のものがあり、これらの設置に当たって

は、都市公園の機能が十分に発揮されるよう、都市公園の体系を考慮し、適

切な規模のものを適切な位置に系統的・合理的に配置することが必要である。

そのため、従来、都市公園を設置する場合には、施行令に定める都市公園

の配置、規模等に関する技術的基準に適合するよう設置基準を定めていたと

ころである。

今回の改正は、国が一律に定めていた基準について、地域の実情に合った

最適な行政サービスの提供を実現する観点から、当該基準が適用されていた

地方公共団体自ら条例で定めるようにしたものであり、地方公共団体が都市

公園を設置する場合には、当該地方公共団体が都市公園の配置及び規模に関

する技術的基準を条例で定め、その基準に適合するよう行うものとされた。

また、平成１６年の都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）改正により、

同法第４条第１項に規定する基本計画（以下「緑の基本計画という。）の計

画事項に新たに都市公園の整備の方針を追加し、緑の基本計画を都市におけ

る緑地の保全・整備の総合的なマスタープランとして明確に位置付けたこと

に伴い、法第３条第１項に定めるもののほか、市町村が地域の状況に応じて

自主的に策定する緑の基本計画に即して都市公園の整備を行うこととし、地

域の状況に応じた都市公園の配置の促進と効率的・効果的な整備の推進を図

ることとしてきたところであるが、今回の法改正により、法令による地方公

共団体の事務に関する義務付けを見直し、地方公共団体自らの判断と責任に

おいて行政を実施する仕組みに改めていく観点から、地方公共団体が都市公

園を設置する場合には、緑の基本計画に則して行うよう努めることとされた

（法第３条第２項）。

従来より施行令において規定している都市公園の配置及び規模に関する技

術的基準（平成１４年度の施行令改正により住区基幹公園における誘致距離

の表示は廃止している。そのことについては後述。）は、一人当たりの都市

公園の面積の標準、都市公園の種類等を示しているが、これは都市公園を効

率的に配置し、都市公園の機能を最大限発揮させるために望ましいものであ

り、また、引き続き、

・緑の基本計画に都市公園の整備の方針を策定するに際しての基準

・緑の基本計画を策定していない市町村における都市公園の配置基準
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等の役割をも果たすものである。

緑の基本計画については都市緑地法運用指針を参照されたい。

なお、国が設置する都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整

備の基準については、施行令第３条に定めている。

（２）運用に当たっての基本的な考え方

①基本的な考え方

地方公共団体が都市公園を設置する場合には、施行令第１条の２及び第

２条で定める基準を参酌した上で、都市公園の配置及び規模に関する技術

的基準を自ら条例で定め、当該基準に適合するよう行うことが必要である。

今後、新たに都市公園を整備する予定のない地方公共団体においても、現

在設置されている都市公園の適正な管理を図る観点から、都市公園の配置

及び規模に関する技術的基準を条例で定めることが望ましい。

また、緑の基本計画に地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針

が定められた市町村の区域内においては、地方公共団体が都市公園を設置

する場合、当該緑の基本計画に即して行うよう努める必要がある。今回の

法改正以前においては、都市公園の配置及び規模に関する技術的基準とし

て、施行令第１条の２及び第２条に規定されている参酌基準と同じ基準を

国が定めていたことから、多くの市町村は、当該基準を踏まえ、地域の実

情に応じて、都市公園の整備の方針を緑の基本計画に定めているものと考

えられる。このため、都市公園を設置しようとする地方公共団体は、緑の

基本計画の内容を勘案して条例で都市公園の配置及び規模に関する技術的

基準を定めることが望ましく、これにより、条例で定められる都市公園の

配置及び規模に関する技術的基準と緑の基本計画相互の整合が図られる。

また、市町村だけでなく都道府県においても、都市公園を設置する場合

には都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を自らの条例で定め、そ

の基準に適合するよう行うことが必要となるが、施行令第１条の２及び第

２条で定める参酌基準を十分参酌した上であれば、「一人当たり都市公園

面積の標準」とは異なる形式（※）で技術的基準を定めることも考えられ

る。

※ 例えば、「県民一人当たりの県営公園面積の標準は○○㎡とする」、

「県営公園はブロックごとに○箇所整備する」等を、基準として条例

で定めることも可能。

なお、市町村が都市公園を設置する場合には、当該市町村自らが都市公

園の配置及び規模に関する技術的基準を条例で定め、その基準に適合する

よう行うものとされており、当該市町村の存する都道府県が条例で定める
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技術的基準は適用されない。

②住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準について（施行令第１条の２

関係）

良好な都市環境を形成するために、長期的な観点にたって都市公園を計

画的に整備し、適切に管理していくに当たっては、定量的に都市公園がど

の程度確保されれば満足すべき生活環境となるかを明らかにする必要があ

る。このため、施行令第１条の２においては、市町村の全区域及び市街地

における住民一人当たりの都市公園面積の標準について、従来示していた

標準のとおり、それぞれ「１０㎡以上」、「５㎡以上」を参酌すべき基準

として定めている。

この住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準１０㎡という値につい

ては、あくまでも現実性を踏まえた途中段階の目標値としての性格を有し

ており、１０㎡を達成しても豊かさと潤いを実感できる国民生活を実現す

るためには、さらに整備を推進する必要があることから１０㎡以上として

いるものである。例えば、過去の都市計画中央審議会答申や緑の政策大綱

（平成６年建設省決定）においては、「１人あたり都市公園等面積２０

㎡」や「市街地における永続性のある緑地の割合を３割」が目標とされて

おり、社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会公園

緑地小委員会報告（平成１９年６月）においても、「連担した市街地にお

いて永続性のある『みどり』の割合（公的緑地率）を概ね３０％以上確保

すること等を望ましい都市像として示す必要がある」とされている。

また、市街地における住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準につ

いては、当該区域が最も都市公園を必要とする区域であることから、用地

の取得が困難であるという理由で都市公園の大部分が郊外に設けられるよ

うなこととならないよう、住区基幹公園の計画的配置量等を勘案して、５

㎡以上としているものである。

市町村は、このような趣旨を踏まえ、施行令第１条の２で定める基準を

十分参酌し、地域における都市公園の整備水準等を勘案して、住民一人当

たりの都市公園の敷地面積の標準を定めることが望ましい。都道府県にお

いても、自らが設置する都市公園について考慮すべき標準として、管内の

都市計画区域を有する市町村を対象に、一の市町村の区域内の都市公園の

住民一人当たりの敷地面積の標準及び一の市町村の市街地の都市公園の当

該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準を、条例で定めることが考え

られる。
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③地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準について（施行令

第２条関係）

都市公園には、様々な規模・種別のものがあるが、これらの設置にあた

っては都市公園体系を考慮して適切な規模のものを適切な位置に系統的合

理的に配置し、その機能を最大限に発揮させる必要がある。

このため、都市公園の種別ごとにその特質に応じて平均的に分布するよ

う整備し、住民全てが同じような条件で都市公園を利用できるようにする

とともに、都市公園の災害時における避難地・避難路や防災活動拠点とし

ての機能に十分配慮して配置及び規模を定めることが望ましいことから、

施行令第２条において、従来の基準のとおり、都市公園の種別ごとの配置

及び規模の基準を参酌すべき基準として定めている。

（注）都市公園の配置基準について

これまで住区基幹公園については、公園種別毎に誘致距離と敷地面

積の標準の具体的数値を施行令第２条で規定してきたところであり、

これにより都市公園の整備水準が低かった我が国において、市街地に

おいて備えるべき都市施設として住区基幹公園を系統的・合理的に確

保する上での規範として大きな役割を果たしてきたところである。し

かしながら、

・ 我が国の都市においては、都市への人口・産業の流入とその受け

皿としての新市街地の拡大が一段落し、今後は都市の再構築に向け

た取り組みが行われようとしていることから、新市街地の整備に当

たっての計画的な都市公園確保に大きな役割を果たしてきた同規定

を見直す必要があったこと

・ 都市公園の配置は、本来、地域に存する緑地の状況等を踏まえ、

これらを補完し、有機的なネットワークが形成されるよう行われる

べきであり、都市に既に蓄積されたストックの活用が求められる今

日的な政策運営の規範としてはこうした視点がより重視されるべき

であること

から、一律の市街地と人口密度を想定し、公園種別毎の誘致距離を数

値をもって示すことがなじまなくなってきている。

このような背景の下、住区基幹公園について、街区、近隣、徒歩圏

内を単位とし、必要な規模の都市公園を系統的に配置するという基本

的な考え方は踏襲しつつも、誘致距離の数値表示を行わないこととす

るため、「都市公園法施行令の一部を改正する政令（平成１５年政令

第１０１号）」により施行令が改正されたところであり、より柔軟に
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地域の状況に即した都市公園の整備を促進することとした。

ただし、敷地面積の標準については、街区、近隣、徒歩圏域それぞ

れに居住する者の利用を想定し、必要な規模を定めているものである

ので、引き続き標準として施行令第２条において定めている。

なお、住区基幹公園における誘致距離の数値表示は廃止したが、従

来の一般的な住宅市街地における住区基幹公園の標準的な誘致距離つ

いて以下の通り参考までに示す。

（参考）住区基幹公園における誘致距離標準（平成１５年３月２８日

より廃止）

街区公園：２５０ｍ

近隣公園：５００ｍ

地区公園：１ｋｍ

地方公共団体は、このような趣旨を踏まえ、施行令第２条に定める基準

を十分参酌した上で、地域における都市公園の整備水準等を勘案して、都

市公園の種別ごとの配置及び規模の基準を条例で定めることが望ましい。

また、都市公園は良好な都市景観の形成、ヒートアイランド現象の緩和

等の都市環境の改善、生物多様性の確保等の諸機能を有し、かつ永続性の

高い施設緑地であることから、地域における緑地の状況を踏まえつつ、こ

れらの機能が効果的に発揮されるようにするための拠点等として配置する

ことが望ましい。生物多様性の確保を図る場合には、動植物の生息地又は

生育地としての緑地の規模や連続性等を評価して都市公園を含む必要な緑

地を配置し、有機的なネットワーク（エコロジカルネットワーク）の形成

を図ることが望ましい（都市緑地法運用指針の参考資料である「緑の基本

計画における生物多様性の確保に係る技術的配慮事項」（平成２３年１０

月１日）参照）。

なお、都道府県にとっての街区公園など、現在も設置しておらず、今後

も設置することが見込まれない種類の都市公園については、その配置及び

規模の基準を定める必要はない。

２．公園施設の建ぺい率基準について（法第４条関係）

（１）趣旨

都市公園は、本来、屋外における休息、運動等のレクリエーション活動を

行う場所であり、ヒートアイランド現象の緩和等の都市環境の改善、生物多
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様性の確保等に大きな効用を発揮する緑地を確保するとともに、地震等災害

時における避難地等としての機能を目的とする施設であることから、原則と

して建築物によって建ぺいされない公共オープンスペースとしての基本的性

格を有するものである。このような都市公園の性格から、公園敷地内の建築

物によりその本来の機能に支障を生ずることを避けるため、都市公園の敷地

面積に対する建築物である公園施設の建築面積の許容される割合（以下「建

ぺい率基準」という。）について、１００分の２としてきたところである。

今回の改正により、地方公共団体が設置する都市公園に関する建ぺい率基準

については、１００分の２という従来からの基準を十分参酌した上で、地域

の実情に応じて、当該地方公共団体自らが条例で定めることとされた。

施行令で定める特別な場合を除いて１００分の２を超えてはならないとし

てきたのは、法制定当時に全国の公園について調査した結果、特別の場合を

除き、公園が本来の機能を発揮するためにはこの程度が限界であり、かつ、

公園管理上も無理のない数字であることが実証されたからである。

また、休養施設、運動施設、教養施設、災害応急対策に必要な施設など、

公共オープンスペースとしての機能を有すべきという都市公園に対する要請

を勘案してもなお、都市公園の利用増進、防災性の向上等の観点から必要と

認められる施設があるため、建ぺい率基準について特例的な措置を設けてき

たところである。今回の改正により、特例的に上乗せする建ぺい率について

は、施行令第６条第２項から第５項で示す基準を十分参酌した上で、地方公

共団体が条例で定めることとなった。ただし、特例的な措置が必要と認めら

れる公園施設の種類は改正されておらず、施行令第６条で定める特別の場合

に該当しない公園施設については、建ぺい率基準の特例を定めることはでき

ない。

建ぺい率基準や特例的な措置を条例で定めるにあたっては、公園審議会等

を活用することも考えられる。

なお、国の設置に係る都市公園にあっては、従来の基準どおり、１００分

の２を建ぺい率基準としており、特例的な措置についても、施行令第６条第

２項から第５項で定める基準のとおりとしている。

（２）運用にあたっての基本的な考え方

①基本的な考え方

地方公共団体が設置する都市公園における建ぺい率基準については、地

方公共団体自らが、法第４条に規定されている１００分２を十分参酌した

上で、地域の実情に応じて条例で定める必要がある。建ぺい率基準は、当

該地方公共団体が設置する都市公園について一律に定める方法に限らず、
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個々の都市公園ごとに定める方法、都市公園の種別ごとに定める方法など

も考えられる。

地方公共団体が条例で建ぺい率基準を定めるにあたっては、原則として

建築物によって建ぺいされない公共オープンスペースという都市公園本来

の機能を確保するために従来建ぺい率基準を１００分の２としてきたこと

や、公共オープンスペースという都市公園本来の機能と比較して必要と認

められる施設に限り一定の建ぺい率の特例措置が設けられてきたことに留

意することが望ましい。

また、現在設置されている都市公園は、従来の建ぺい率基準や特例措置

を前提とした公園計画に基づき施設を配置し、管理運営されているもので

あることから、従来と異なる建ぺい率基準や特例的な措置を条例で定める

場合には、現行の公園計画等との整合性に留意することが望ましい。従前

の基準よりも低い建ぺい率基準を定めるにあたっては、法附則第３項と同

様に、条例施行時の既設公園施設に関する経過措置を定めることも考えら

れる。

なお、昭和３１年の法の施行の際現に権原に基づいて既設公園施設とし

て設けられていた建築物については、引き続き法附則第３項が適用される

ため、条例で定める基準によらず、なお存置することができる。

②許容建築面積の特例について（法第４条第１項ただし書、施行令第６条関

係）

地方公共団体は、自らが設置する都市公園について、施行令第６条第１

項で定める特別な場合において、同条第２項から第５項までに定める各範

囲を参酌して、建ぺい率基準について特例的な措置を条例で定めることが

できることとされている。

条例で建ぺい率の特例的な措置を定める場合においては、都市公園の規

模、性格、利用目的等を踏まえ、特例的な措置の範囲が、公共オープンス

ペースという都市公園本来の機能を勘案してもなお、都市公園の機能の増

進に資するものかどうか等の観点から、十分に検討して判断すべきである。

○休養施設、運動施設、教養施設、災害応急対策に必要な施設及び都道府

県立自然公園の利用のための施設（施行令第６条第１項第１号、第２項

関係）

休養施設、運動施設、教養施設、都道府県立自然公園の利用のための

施設については、公共オープンスペースとしての機能を有すべきという

都市公園に対する要請を勘案してもなお、都市公園の利用増進を図る上
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で必要と認められる施設であるため、これらの施設を設置する場合にお

いては、施行令第６条第２項で規定する１００分の１０を参酌して条例

で定める範囲を限度として建ぺい率を上乗せすることができるものとし

ている。

また、都市公園は、関東大震災において地震後の大火災からの避難地

として多くの市民の生命を救うなど、従来より防災上重要な役割を果た

してきており、阪神淡路大震災においては、避難地や避難路となるほか、

救援活動や復旧・復興にあたり拠点等の役割も果たし、その価値が高く

評価されたこともあり、食料、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備

蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものに

ついて、地域防災計画上避難地又は避難路となる都市公園以外の都市公

園にも設置可能とされたところである。

このように都市公園の重要な機能となってきている災害応急対策拠点

や避難地・避難路としての機能をより一層発揮させることを目的とし、

備蓄倉庫等の災害応急対策に必要な施設についても休養施設や運動施設

等と同様に建ぺい率の特例措置を設け、施行令第６条第２項で定める１

００分の１０を参酌して条例で定める基準を限度として、建ぺい率を上

乗せすることができるものとしている。

なお、これらの施設を設けるにあたっては、都市公園の規模、性格、

利用目的等を踏まえ、設けようとする都市公園の機能の増進に資するも

のかどうか等の観点から十分に検討して判断するとともに、防災担当部

局等関係部局と十分に協力連携を図ることが必要である。

○歴史的建造物、景観重要建造物等（施行令第６条第１項第２号、第３項

関係）

教養施設のうち遺跡等で建築物であるものについては、法制定当初よ

り建ぺい率制限の原則を超えて設置することができるよう特例的に措置

されていたように、従来より、遺跡等は、都市公園において人々が教養、

文化を享受するという都市公園の本来の効用の中でも特に高い位置づけ

を与えられており、オープンスペースを重視する都市公園制度において

も通常の公園施設とは一線を画してきている。

従来の都市公園においては、城跡や中世～近世の文化財を活用するこ

とが一般的であったが、昨今では、個性ある地域づくりや良好な地域景

観の形成・保全に対するニーズの高まりを背景に、比較的近代の建築物

等と一体となった都市公園の整備に対する需要が高まってきている。

これらの建築物は、城跡や遺跡等と同様、庭園等と一体となって地域
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に存在していること自体が評価される点が、他の場所でも設置可能な運

動施設等の公園施設とは異なるとともに、建築物としての利用価値では

なく、その存在価値が評価される点でも、運動施設等の建築物である公

園施設とは異なっている。

しかしながら、これらの建築物に係る園地全体の規模は建築物の建築

面積に比して一般的に小規模であるため、これらの建築物と園地を一体

として都市公園として活用・保存できるよう、休養施設又は教養施設で

ある建築物のうち以下の建築物について、敷地面積の１００分の２０を

参酌して条例で定める基準を限度とし、法第４条に規定する建ぺい率を

超えることができるとしているものである。

１）文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定により国宝、

重要文化財等として指定された建築物又は登録有形文化財として登

録された建築物

２）同法第１８２条第２項の条例の定めるところにより歴史上又は学

術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が

講じられている建築物

３）景観法（平成１６年法律第１１０号）の規定により景観重要建造

物として指定された建築物

４）地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 （平成２

０年法律第４０号。以下「歴史まちづくり法」という。）の規定に

より歴史的風致形成建造物として指定された建築物

２）の文化財保護法第１８２条第２項の条例の定めるところにより歴

史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための

措置が講じられている建築物とは、同項に基づく都道府県又は市町村の

条例により地方公共団体指定文化財として指定された建築物であり、そ

の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為について許可制、届

出制等の規制及び保存のための措置が講じられているものをいう。なお、

同法に基づかない条例により保存が図られている建築物は含まれないの

で、地方公共団体が独自に実施している文化財の登録制度や景観条例に

基づきその保存が図られている建築物等は本規定の対象外である。

また、この施行令第６条第１項第２号の歴史的建造物、景観重要建造

物等についての同条第３項に定める建ぺい率の特例は、法第４条第１項

の規定による建ぺい率の制限に上乗せして適用されるものであり、施行

令第６条第１項第３号の高い開放性を有する建築物についての建ぺい率

の特例及び同項第４号の仮設公園施設の建ぺい率の特例と同じ都市公園

において重複して適用することが可能であるが、同項第１号の休養施設、
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教養施設等に係る建ぺい率の特例との重複適用はなく、更に建ぺい率が

上乗せされるわけではない。

なお、敷地面積の小さい都市公園において許容建築面積の特例措置を

条例に定めるにあたっては、都市公園の公共オープンスペースとしての

機能を著しく阻害することのないよう留意することが望ましい。

○高い開放性を有する建築物（施行令第６条第１項第３号、第４項関係）

屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場など高い開放性を有する建築

物については、都市公園本来の機能である公共オープンスペースの確保

という建ぺい率基準の趣旨に鑑みると、通常の建ぺい率基準である１０

０分の２にかかわらず都市公園内に設けることを認めて良いものと考え

られる。しかし、これらの建築物の設置された範囲を、全く遮断されて

いない状態で確保された公共オープンスペースと同等に扱うことは不適

当であるため、施行令第６条第１項第１号に規定する建築物と同じ１０

０分の１０を参酌して条例で定める範囲を限度として建ぺい率をさらに

上乗せとすることができるものとしているものである。

○仮設公園施設（施行令第６条第１項第４号、第５項関係）

３カ月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物（仮設公

園施設）については、公共オープンスペースとしての機能に対する影響

が一時的であることから、１００分の２を参酌して条例で定める範囲を

限度として建ぺい率を上乗せすることができるとしているものである。

ただし、施行令第６条第１項第１号から第３号までに規定する特例的

な措置の対象となる施設については、既に特例が認められていることか

ら、３カ月を限度として臨時に設けられるものであっても、仮設公園施

設には該当しないものとしている。

３．公園管理者以外の者の公園施設の設置等について（法第５条関係）

（１）趣旨

都市公園は、一般公衆の自由な利用に供することを目的として設置される

公共施設であるため、公園管理者である地方公共団体又は国が公園施設を自

ら設け、かつ、自ら管理することを原則としてきたところであるが、公園施

設の中には、売店、飲食店等公園管理者が自ら経営することが不適当なもの

や、専門性その他の理由により公園管理者が自ら設け又は管理することが困

難な施設もあること、一方で都市公園の自由利用の原則から、公園管理者以
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外の者（以下「２．公園管理者以外の者の公園施設の設置について（法第５

条関係）」において「第三者」という。）による公園施設の設置又は管理を

無制限に許可することはできないことを考慮し、法第５条において｢公園管

理者が自ら設置又は管理することが不適当又は困難であると認められるも

の｣に限って第三者に公園施設の設置又は管理を許可してきたところである。

しかしながら近年、環境に対する国民の関心の高まり、社会貢献に対する

意識の高まり等を背景に、都市公園においては、公園施設の設置や管理への

地域住民等の参画などのニーズが高まってきており、これらのニーズに対応

するためには、地域住民団体等多様な主体がより主体的に自らの判断に基づ

き都市公園の整備と管理を行えるようにすることが必要であり、このため、

同法第５条において、｢当該都市公園の機能の増進に資する」場合について

も第三者に対し公園施設の設置又は管理を許可することができる旨規定した

ところである。

本制度の活用により、都市公園の利用の促進等の機能の向上、都市公園の

整備・管理への住民の参画の促進、地域のニーズに対応した都市公園の整備

・管理の促進、地域の活性化、住民の自然愛護や環境保護に対する意識の向

上等の効果が期待されるところである。

（２）運用に当たっての基本的な考え方

①許可の対象

法第５条第２項第１号に規定する「公園管理者が自ら設け、又は管理す

ることが不適当又は困難」とは、公園施設を運営するに当たり、一般的に

は営利行為を伴うもの、又は専門的な経営・運営ノウハウを必要とするも

のが対象となるものと考えられる。

法第５条第２項第２号で言うところの「当該都市公園の機能の増進に資

する」かどうかについては、対象とする公園施設（法第２条第２項及び施

行令第４条各号に掲げるもの）の効用の内容や程度及び当該公園施設の存

する都市公園の設置目的や性格等の観点から判断することが必要である。

なお、ある公園施設が都市公園の効用を全うするものに該当するか否かに

ついては、個々の都市公園の設置目的や性格に応じて具体的に判断される

べきものである。

また、「当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの」の適用

については、例えば、

・ 公園管理者が自ら公園施設を設置又は管理するよりも、地域の状況に

即したきめ細かな管理等が期待される場合（例えば地域住民団体による

身近な公園における公園施設の設置又は管理など）
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・ 公園管理者が自ら公園施設を設置又は管理するよりも、第三者が有す

る専門的なノウハウや企画力、資金力等により、当該公園施設の機能が

向上する場合や、当該公園施設の管理コストが節減される場合（例えば

特定のスポーツ競技のための公園施設の設置又は管理を当該スポーツ競

技の愛好団体が行う場合、レストランを管理する民間事業者がレストラ

ン前の芝生広場や花壇も一体的に管理して利用者が多い週末等にはオー

プンカフェとして利用する場合など）

などが考えられる。

②公園計画との関係

第三者に対する公園施設の設置の許可は、都市公園の配置、規模および

性格を勘案し、当該公園施設が設置されることとなる都市公園の全体計画

に基づいた明確な設計意図のもとに、当該都市公園の効用が全うできるよ

う行うものであることは、法第５条第２項各号に共通する考え方である。

③施設の管理

第三者が管理する公園施設は一般公衆の利用に供するものである。なお、

その管理にあたり、営利行為を伴う場合も想定されるため、営利行為を伴

う公園施設の許可にあたっては、一般公衆の自由な利用に供されるべき公

共施設たる都市公園の本来の使命に影響を及ぼすことのないよう、入場料

その他の料金の価格や販売する物品の種類及び価格等が社会通念上適正な

ものかどうか確認するとともに、必要に応じ指導等を行うことが望ましい。

（３）許可を受ける者について

法第５条の許可を受けることができる主体は、法律上特段の限定はなく、

私人、民間事業者、地方公共団体、公益法人、ＮＰＯ法人、中間法人等を広

く対象としている。ただし、同条の許可の運用に当たっては、許可を与える

公園施設の規模や管理の内容等に応じ、当該公園施設を設置又は管理するの

に十分な能力や財産的基礎を有する者であるかどうかを審査のうえ、適切な

者に対してのみ許可を与えることが望ましい。

なお、法人格のない任意団体を名宛人として許可を与えることは望ましく

なく、必要な場合は、法人格を取得するよう指導する、代表である私人又は

法人を名宛人として許可を行う等により、責任を明確にしておくことが望ま

しい。

（４）手続きについて
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第三者が公園施設を設置又は管理しようとするときは、条例で定める事項

を記載した申請書を公園管理者に提出しその許可を受けることとしており、

法第５条第２項第２号による許可を行うに当たっても、第三者は法第５条第

１項に規定する手続きに従い、条例又は国土交通省令で定める申請書を提出

し許可を受けることが必要である。

ここで申請書を提出することとしているのは、第三者が設置又は管理する

公園施設が、年月を経て、申請時当初とは規模又は内容が異なり、かえって

当該公園施設が存する都市公園の効用を阻害することのないよう、許可の内

容を明確にし、後日の紛争の余地をなくそうとすることを意図しているもの

である。

（５）使用料の徴収について

第三者に公園施設を設置又は管理させる場合には、公園管理者が地方公共

団体である場合は地方自治法第２２５条に基づき条例の定めるところにより、

公園管理者が国土交通大臣であるときは施行令第２０条に基づき使用料を徴

収することができるのは従前の通りであり、これは法第５条第２項第２号に

よる許可を行う場合にも適用される。

（６）設置又は管理の期間並びにこれを更新する場合の期間について

法第５条第３項においては第三者の行う公園施設の設置又は管理の許可の

期間及びこれを更新する場合の期間の最長限度を定めており、法第５条第２

項第２号による許可の場合も同様に適用される。

許可の期間の最長限度を定めているのは、同一の者が途中で何の手続きも

せずに長期にわたって公園施設を設置又は管理することは、当該都市公園に

おける当該公園施設の役割や許可の前提となった事実関係が変化すること等

が想定されることから適当ではなく、このような変化等に応じ許可の必要性

を定期的に検討することができるようにするためであり、その期間は長くと

も１０年を超えることができないとしたものである。

なお、この期間を更新する場合についても、同様に１０年を超えることが

できないとしていることに留意されたい。

（７）指定管理者制度、ＰＦＩとの関係について

①指定管理者制度との関係

近年、公の施設の管理について、多様化する住民ニーズに対し、より効

果的、効率的に対応する必要が生じてきており、このような情勢の変化を

踏まえ、民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、経
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費の節減等を図ることを目的として地方自治法が改正され、指定管理者制

度が導入されたところである。

地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づく指定管理者制度（以下

「指定管理者制度」という。）も、都市公園の整備と管理に民間等のノウ

ハウを活用する制度であるが、法第５条による第三者に対する公園施設の

設置管理許可制度（以下「設置管理許可制度」という。）と比較すると、

・ 指定管理者制度は、都市公園全体の包括的な管理を委ねることを原則

とする制度であるのに対し、設置管理許可制度は、都市公園を構成する

公園施設について許可を与える制度であること

・ 指定管理者制度は、管理のみを対象とした制度であるが、設置管理許

可制度は管理のみでなく、設置についても許可を与えることができるこ

と

・ 指定管理者制度に基づく管理者の指定に当たっては、地方公共団体の

議会の議決を必要とするが、設置管理許可を与える場合には議決を必要

としないこと

等の制度上の違いがある。

このため、一般的には、都市公園全体の管理を民間等に利用料金の収受

も含めて包括的に委任しようとするような場合は指定管理者制度を適用す

ることとなり、一方で、飲食店等の公園施設の設置又は管理を民間に委ね

る場合や遊具、花壇等の公園施設の設置管理をＮＰＯ等に委ねる場合には、

設置管理許可制度を適用するものと考えられる。

なお、指定管理者制度の創設に伴い、平成１５年９月２日付で、国土交

通省都市・地域整備局公園緑地課長より「指定管理者制度による都市公園

の管理について」が通知されているので、参照されたい。

②ＰＦＩとの関係

ＰＦＩにより行われる民間事業者による都市公園の整備と管理は、公園

管理者と民間事業者との間で交わされる契約に基づき、公園施設の建設や

維持管理の事実行為を民間事業者に行わせるものであり、法的な権能が付

与されるものではない。

そのため、ＢＴＯ方式やＢＯＴ方式により整備された公園施設の管理に

当たり、当該公園施設又は当該公園施設の設置された都市公園の利用料金

を民間事業者自らの収入として管理運営資金に充てるような場合には、別

途指定管理者制度又は設置管理許可制度を適用することが必要となる。

また、ＢＯＯ方式により民間事業者が整備し独立採算で経営する公園施

設については、設置管理許可制度を適用することが必要である。
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（８）許可の条件について

設置管理許可制度の適用に当たっては、都市公園の管理の適正を期するた

め、

・ 公衆の都市公園の利用の確保

・ 都市公園の保全

・ 公園施設に関する工事の確実な実施

・ 他の公園施設を設置管理する第三者との調整

・ 公園施設の設置管理の良好な実施

・ 周囲の景観の維持・調和のため修景施設の設置等

・ 防犯や利用者の安全に対する十分な配慮

等の条件を附することが適当であり、このような条件を附するための根拠と

して法第８条の規定を設けている。

ただし、同条による条件は、あくまでも都市公園の管理のため必要な範囲

内に限定されるものであり、その範囲を超えて許可申請者に不当な義務を課

すようなものであってはならないことに留意することが必要である。

（９）公園施設の名称について

法第５条の許可を受けた公園施設の名称等の掲出については、条例におい

て、一定の許容範囲を定めることが望ましい。この場合、必要に応じて屋外

広告物条例との調整を図るものとする。

４．都市公園の保存規定について（法第１６条関係）

（１）趣旨及び基本的な考え方

都市における緑とオープンスペースは、人々の憩いとレクリエーションの

場となるほか、都市景観の向上、都市環境の改善、災害時の避難場所等とし

て機能するなど多様な機能を有しており、緑とオープンスペースの中核とな

る都市公園の積極的な整備を図るとともに都市住民の貴重な資産としてその

存続を図ることが必要である。

このような趣旨から、法第１６条に都市公園の保存規定が設けられ、従来

は「都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合」や

「廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合」を除き、み

だりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならな

いとされてきたところである。

このため、従来より借地方式により都市公園が確保されてきているところ

であるが、貸借契約の終了等に際して当該都市公園を廃止することができる
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かどうかが明確になっていなかったことから、土地所有者からの借地につい

て協力が得られにくい状況にあったところである。

平成１６年の法改正は、公園管理者がその土地物件に係る権原を借り受け

により取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその

権原が消滅した場合にも都市公園の区域の廃止を行うことができることを明

確にすることにより、例えば企業の保有する遊休地等土地所有者が都市公園

用地を提供しやすい環境を整備し、借地方式による効率的な都市公園の整備

促進を図るものである。

なお、平成１６年の法改正により、法第１６条第３号に「公園管理者がそ

の土地物件に係る権原を借り受けにより取得した都市公園について、当該貸

借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合」においても都市公園

の全部又は一部を廃止することを可能とする規定を設けたところであるが、

都市公園が土地収用法第３条に規定する収用対象事業であることに変わりは

なく、借地契約が終了した場合でも、土地所有者等の意向のみにより都市公

園が廃止されるものではないことから、公園管理者の判断が必要となる。

平成１６年の法改正の施行前に貸借契約を締結し、都市公園として供用し

ているものについても、当該改正後の法第１６条第３号は適用されるが、従

前の借地公園のうち、正当な事由がない限り貸し付けの契約を更新すること

とされている借地公園等公園管理者が引き続き存置すべきと判断する都市公

園については、貸借契約を更新する等により、引き続き都市公園の保存に努

めることが望ましい。

（２）緑の基本計画との関係

緑の基本計画は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する総合的

なマスタープランとなるものであることから、借地公園についても、可能な

限り、緑の基本計画の都市公園の整備の方針等に含めることが望ましい。

（３）その他

賃借契約が終了し、都市公園を廃止する場合であっても、公園管理者が所

有する公園施設の所有権は都市公園を廃止しただけで移動するものではなく、

公園管理者である地方公共団体と土地所有者等との間で譲渡等の手続きが行

われることとなる。

また、公園施設を国庫補助事業で整備する場合、補助金等にかかる予算の

執行の適正化に関する法律が適用されることについても留意しておく必要が

ある。
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（参考「公益上特別の必要がある場合」について）

「公益上特別の必要がある場合」とは、その区域を都市公園の用に供し

ておくよりも、他の施設のために利用することの方が公益上より重要と判

断される場合のことである。

その判断に当たっては客観性を確保しつつ慎重に行う必要がある。例え

ば土地収用法第４条においては、同法又は他の法律によって、土地等を収

用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の

必要がなければ収用し、又は使用することができない旨規定しているが、

法第１６条で規定する「公益上特別の必要がある場合」においても、少な

くとも土地収用法第４条に規定する程度の特別の必要が求められると考え

られる。

５．立体都市公園について（法第３章関係）

５－１．立体都市公園制度について

（１）趣旨

市街地中心部等では、ヒートアイランド現象の緩和、地震災害時の避難場

所の確保、人々の憩いの場の確保等の観点から、特に都市公園の整備を必要

としている一方、他の目的による土地利用を図る必要もあることから、土地

の有効利用を図りつつ、他の施設と都市公園とを一体的に整備することによ

って効率的に都市公園の整備を進めるため、都市公園と他の施設による立体

的土地利用を図っていくことが望ましい場合もある。

しかし、従来の都市公園における立体的土地利用に関しては、法に基づく

都市公園の占用の制限、都市公園を構成する土地物件に対する私権の行使の

制限等の制約があったことから、適正かつ合理的な土地利用を図る上で必要

がある場合には、都市公園の区域を立体的に定めることができる制度（以下

「立体都市公園制度」という。）を設け、都市公園の下部空間に法の制限が

及ばないことを可能とし、当該空間の利用の柔軟化を図ることとしたもので

ある。

（２）運用に当たっての基本的な考え方

①基本的な考え方

都市公園は、自然的環境を主たる構成要素とするオープンスペースとし

て整備されることにより、良好な都市環境の形成、地震災害時の避難地、

都市住民の憩いの場等としての役割を果たすものである。

このため、都市公園は樹木の良好な生育、地下水の涵養等を担保する必
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要があることから、都市公園の地下利用は必要最低限の場合に限定し、占

用物件を列挙し、個別の許可により設置を判断することとしてきたところ

である。

したがって、立体都市公園制度についても、都心部等地価の高い地域に

おいて、緑地空間を確保するために、立体的な土地利用が自然的環境を確

保するという都市公園の効用を一部減じることと比較しても適正かつ合理

的であるような場合に適用されることが望ましい。

ここで言う「適正かつ合理的な場合」とは、具体には、都心部において

都市公園の用地取得に膨大な事業費を要することから、他の施設との立体

的利用により都市公園を整備することが効率的と判断される場合等が考え

られる。

②既存の都市公園への適用について

立体都市公園制度は、立体的に都市公園の区域を定めることにより下部

空間の利用の柔軟化を図ることもその目的の１つでもあることから、新た

に都市公園を設ける場合のみでなく、既に設けられている都市公園につい

ても適用することも可能である。

ただし、既存の都市公園に立体都市公園制度を適用するに当たっては、

既存の都市公園と区域変更後の立体都市公園の機能・効用について、樹林

地等の環境面・利用者のアクセス条件等の利用面・地震災害時の防災面等

を総合的に勘案して比較することが必要であり、立体都市公園とすること

により都市公園の機能・効用が低下するような場合には、立体都市公園制

度を適用することは望ましくない。併せて、既存の都市公園が設けられて

いることを前提として周辺の土地利用が形成されているため、そこに立体

都市公園制度が適用されることにより生ずるおそれのある市街地環境上の

影響について整理・検討することも必要である。

このため、既存の都市公園に立体都市公園制度を適用するのは、原則と

して既存都市公園の地下を利用しようとする場合になるものと考えられる。

この場合においても、既存の都市公園と区域変更後の立体都市公園の機能

・効用を比較・検討することが望ましい。

（３）立体都市公園の区域の考え方

都市公園の立体的区域の範囲は、当該都市公園に設けられている又は設け

ようとする公園施設の基礎が必要とする条件、植栽のために確保すべき植栽

基盤、各施設の施工への配慮、自然環境への影響等を検討した上で、当該都

市公園の存立に必要な施設、空間及び、当該都市公園の適切な維持管理のた
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めに必要な施設、空間等をその範囲として設定すべきである。

また、立体都市公園制度を活用し、都市公園の地下に民間駐車場等を設け

ようとするに当たっては、当該施設が周辺市街地に影響を与える可能性があ

ることに十分配慮し、市街地環境や居住環境の悪化を招くことのないよう、

交通対策等所要の対策について十分に検討するとともに、関係機関と十分に

調整することが必要である。

なお、人工地盤については原則として公園施設とすべきものではあるが、

人工地盤の設置目的や他の施設の使用状況等から個別に検討し判断すべきで

ある。

（４）立体都市公園の法的性格

立体都市公園の公園区域には、通常の都市公園の公園区域と同様に法が適

用される。すなわち、立体都市公園制度は、従来、土地について決定してい

た都市公園の区域を、空間又は地下について適正な公園管理を行うために必

要かつ十分な範囲を限定し、基本的にその立体的に限定された区域において

も公園管理者の管理権を行使することとしたものであることから、

・ 立体都市公園区域となる区域については、当該区域内で行われた許可等

は依然として有効であり、

・ 立体都市公園区域外となる区域については都市公園区域外となるため、

許可等の効力の問題は生じない（例えば、法第６条等の占用に関する規定、

法第３２条の私権の制限は適用されない）

こととなる。

（５）立体都市公園の設置基準について

①アクセスの確保

ア 立体都市公園の形態としては、大きく分けて、

Ａ 都市公園の地下利用を可能とするケース

Ｂ 建物の屋上に都市公園を設置するケース

Ｃ 人工地盤上に都市公園を設置するケース

が想定される。このうち、特にＢのケースにおいては、例えば当該建物

内の事務所等使用者のためのエレベーターしか都市公園へのアクセスの

手段がない場合は、一般公衆の利用が著しく困難となり、都市公園とし

てふさわしい機能を有しているとは言い難い。

このため、施行令第４条において、立体都市公園を設置するにあたっ

ては、当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるよう、

傾斜路、階段、昇降機その他の経路により道路、駅その他の公衆の利用
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に供する施設との連絡を確保することとしている。

イ 立体都市公園へのアクセスを確保するにあたっては、高齢者や身体障

害者等の利用も考慮し、適切な方法とすることが望ましい。

ウ 都市公園へのアクセスの手段となる傾斜路、階段、昇降機その他の経

路について、必ずしも公園施設とする必要はなく、当該施設が専ら当該

都市公園の利用者のために設置されるものかどうか等の観点から検討し

判断すべきである。

②経路の明示

ア ①Ｂのケースでは、都市公園が地図に表示されない場合において、利

用者に都市公園の所在が認識されず、またその到達経路もわかりにくい

ものとなるおそれがあることから、立体都市公園を設置する場合は、一

般公衆の利用に支障を来さないよう、当該立体都市公園の設置場所及び

そこに至る経路を標識等により明示しなければならないこととしている。

イ 標識を道路上に設ける場合にあっては、道路法に基づく道路管理者へ

の道路占用についての協議等が必要である。

ウ 標識を設置する以外の方法としては、例えば、公園一体建物の壁面へ

の表示等が考えられる。

エ 標識を設置等する場合においては、屋外広告物条例に留意する必要が

ある。

③公開時間について

特に①Ｂのケースにおいては、公開時間を制限せざるをえないことも想

定されるが、公共施設たる都市公園の性格に鑑み、一般公衆の利用に支障

を来さないような公開時間の設定を行うべきである。

（６）緑の基本計画との関係

緑の基本計画は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する総合的

なマスタープランとなるものであることから、立体都市公園についても緑の

基本計画の都市公園の整備の方針等に含めることが望ましい。

（７）土地等の権原について

立体都市公園を新設するに当たっては、公園一体建物の場合を除き、原則

として土地については所有権を地権者に留保し、公園管理者は都市公園の設

置管理上必要な範囲での限定的な権原を取得することとする。この場合にお

ける立体都市公園の土地に関する権原としては、原則として、（５）①アＡ
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のケースには、土地の賃貸借又は使用貸借若しくは土地の所有権の共有持分、

（５）①アＢのケースには敷地に関する共有持分（地上権等の敷地の利用に

関する権利の共有持分を含む。）、（５）①アＣのケースには民法第２６９条

ノ２の規定によるいわゆる区分地上権とすることが望ましい。区分地上権の

設定範囲は、都市公園の立体的区域と同一とするのが原則である。

都市公園の敷地に関する権原として区分地上権を設定し、土地の賃貸借若

しくは使用貸借の契約をし、又は共有持分を取得する際には、都市公園の適

正な管理を確保するため、以下の事項に留意して契約を締結することが望ま

しい。

また、契約事項のうち登記が可能であるものについてはできる限り登記す

ることが望ましい。

○ 公園管理者は、都市公園の設置を目的として敷地に関する権原を取得す

るものであること。

○ 公園管理者は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、必要

な範囲において土地のうち公園区域となる空間又は地下以外の空間又は地

下に立ち入り、又は土地のうち公園区域となる空間又は地下以外の空間又

は地下を使用することができるものとすること。

○ 土地所有者の土地利用について以下のような一定の行為制限をかけるも

のとすること。

・ 都市公園の管理に支障を及ぼすような土地の区画形質の変更、建築物

等の新築若しくは改築又は竹木の植栽等を行わないこと。

・ 敷地内において爆発性若しくは易燃性を有する物件その他の危険物又

は悪臭、騒音等を発する物件を製造し、貯蔵し、又は取り扱わないこと。

都市公園の敷地に関する権原として区分地上権を設定する場合においては、

上記に掲げる事項のほか、以下の事項に留意することが必要である。

・ 区分地上権の設定期間は都市公園の存する期間とすること。

・ 一筆の土地の一部分について設定された区分地上権の登記を行うことは

できないので、都市公園の設置に係る部分について敷地を分筆すること。

・ 区分地上権の範囲については、水平面で区画するのが原則であるが、登

記できるのであれば斜面や曲面でも差し支えないこと。

また、立体都市公園を新設するに当たっては、土地に関する権原のほか立

体都市公園を支持する施設についての権原を取得することが必要である。こ

の場合における立体的都市公園を支持する施設についての権原としては、

（５）①アＢのケースには後述の公園一体建物協定とすべきであり、（５）

① Ｃ の ケ ー ス に は 原 則 と し て 人 工 地 盤 の 所 有 権 （ 共 有 の 場 合 も 想 定 さ れ

る。）とすることが望ましい。なお、（５）①Ａのケースは、一般的には、
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立体都市公園を支持する施設は想定されない。

地方公共団体が土地を取得して設置している既存の都市公園を立体的都市

公園としてその地下を利用する場合においては、一般的には、地方公共団体

が引き続き当該土地を所有し続け、地下施設に対しては地方自治法第２３８

条の４第４項の規定により行政財産の使用の許可を行うことが考えられる。

（８）都市計画との関係

立体都市公園制度の創設に伴い、公園、緑地、広場、墓園その他の公共空

地についても、都市計画法第１１条第３項により、当該都市施設の区域の地

下又は空間について立体的な範囲を都市計画に定めることができることとな

ったところであり、適正かつ合理的な土地利用を図る観点から、立体都市公

園を計画する場合には都市計画に立体的な範囲を定めることが望ましい。

なお、都市計画決定された既存の都市公園について、法に基づき立体的区

域を定める場合、併せて当該都市計画の変更を行うことが必要である。

（９）開発許可により設置が求められる都市公園との関係

都市計画法第３３条開発許可の基準及び同法施行令２５条技術的細目とし

て公園や道路等の一定の施設整備を求めているのは、良好な市街地の形成を

図り、開発区域内の土地が一定水準以上の機能を有することを担保すること

を趣旨とするものである。

このため、都市公園の地下を他の施設が利用する（５）①アＡのケースは、

開発許可により設置が求められる都市公園に含まれるが、（５）①アＢのケ

ースや（５）①アＣのケースでは、当該立体公園の存する土地自体が公園と

しての機能を有しているとは解し難いことから、開発許可により設置が求め

られる公園には立体都市公園は含まれない。

（10）都市公園台帳への記載について

都市公園の管理を適切に行い、かつ、広く公衆に都市公園の現状を知らし

めることを目的とし、公園管理者は法第１７条に基づき、都市公園台帳の作

成及び保管を行うとともに、これを閲覧に供することとされている。

立体都市公園制度が創設されたことに伴い、立体都市公園に関し都市公園

台帳の調書に記載する必要のある事項として、同法施行規則第１０条第２項

第１０号において公園一体建物の概要を規定している。公園一体建物の概要

として記載する事項としては、物件名、建物の所在地及び構造、敷地の所在

地及び面積等が考えられる。

また、同法施行規則第１０条第３項では都市公園の区域を立体的区域とす
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る場合は、平面図、縦断図及び横断面図を都市公園台帳の図面として作成し

保管すべきとするとともに、当該図面の必要的記載事項として公園保全立体

区域の境界及び公園一体建物を追加している。

５－２．公園一体建物制度について

（１）趣旨

建物の屋上に都市公園を設置する（５）①アＢのケースにおいて、建物と

構造が一体となる立体都市公園を設置する場合、建物の構造に損傷が生じる

と当該立体都市公園にも影響を及ぼす恐れがあるため、公共施設たる立体都

市公園について建物の所有者等の意向に関わらず永続性が確保されるように

措置することが必要である。

このため、公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建

物とが一体的な構造となることについて協定を締結し、

・ 都市公園の管理上必要があると認めるきは、公園管理者が建物の管理を

行うことができること

・ 建物の適正な管理を確保するため、あらかじめ建物の建築・管理の内容

を決めておくこと

・ 都市公園は区分所有権の目的とはならないことから、公園管理者の建物

に対する権原として、建物所有者と協定を締結する必要があるが、その後

建物が譲渡されて所有者が変わった場合にも当該協定の効力を及ぼす必要

があるため、協定の承継効を設けること

・ 公園一体建物の敷地所有者の公園一体建物としての効用を失わせるよう

な行為（例えば、敷地所有権の共有持分を有する者の持分分割請求及びそ

の後の建物収去請求）を防ぐため、そのような権利の行使を制限すること

を内容とする公園一体建物制度を設けることとしたものである。

（２）運用に当たっての基本的な考え方

公園一体建物協定は、公園一体建物によって支持される立体都市公園の適

正な管理を確保するため、あらかじめ建物の建築・管理の内容を定めておく

こととするものであり、その締結は公園一体建物及びそれによって支持され

る立体都市公園を整備するための必要条件であることから、建物の所有者又

は建物の所有者になろうとする者との協議が整ったものについてのみ協定を

締結し、公園一体建物に係る立体都市公園の整備を推進すべきである。

（３）土地等の権原について
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公園一体建物に係る立体都市公園の敷地に関する権原としては、敷地に関

する共有持分（地上権等の敷地の利用に関する権利の共有持分を含む。）を

取得するものとし、この場合の共有持分割合は、当該敷地に区分地上権を設

定したと仮定した場合の設定価格相当額の敷地価格に対する割合を目安とす

ることが考えられる。

共有持分を取得するにあたっては、地権者との契約において当該設定又は

取得が都市公園の設置のためであることを明らかにする必要があると考えら

れる。

公園一体建物に係る立体都市公園についての敷地に関する権原としては、

不動産登記上の制約のため、建物の敷地全体に関する共有持分を取得するこ

ととするが、その場合においては前述の４－１．「（７）土地等の権原につ

いて」に掲げる事項のほか、以下の事項に留意することが必要である。

・ 共有持分は、建物の敷地全体に関するものとして取得するが、当該取得

は、都市公園を設置するため都市公園の立体的区域に相当する空間を使用

することを目的としてなされるものであること。

・ 民法第２５６条第１項のただし書に基づき、契約締結の日から５年間は

敷地に関する分割を行わないこととすること。

・ 公園管理者以外の共有者は、共有持分を譲渡するにあたっては公園管理

者の同意を得ることとすること。

（４）公園一体建物協定

①協定に定める事項

公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一

体的な構造となるときは、法第２２条第１項に基づき、当該建物の所有者

又は所有者となろうとする者と以下に掲げる事項を定めた公園一体建物協

定を締結することができることとしたところである。

一 協定の目的となる建物（以下「公園一体建物」という。）

二 公園一体建物の新築、改築、修繕又は模様替及びこれらに要する費用

の負担

三 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担

イ 公園一体建物に関する立体都市公園の管理上必要な行為の制限

ロ 立体都市公園の管理上必要な公園一体建物への立入り

ハ 立体都市公園に関する工事又は公園一体建物に関する工事が行われ

る場合の調整

二 立体都市公園又は公園一体建物に損害が生じた場合の措置

四 協定の有効期間
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五 協定に違反した場合の措置

六 協定の掲示方法

七 その他必要な事項

上記に対応し、公園一体建物協定においては少なくとも以下の事項を定

めることが望ましい。

ア 当該協定の締結は、都市公園と建物が一体的な構造となることについ

ての公園管理者（以下「甲」という。）と当該建物の所有者又は所有者

となろうとする者（以下「乙」という。）との合意の上でなされるもの

であること。

イ 協定の対象となる公園一体建物の表示は、物件名、敷地の所在地及び

面積、建物の所在地及び構造等により行うものであること。また、公園

一体建物に係る設計変更等が行われるときも、その内容に従って当該表

示を変更すること。

ウ 公園一体建物を新築し、又は既存の建物を増改築等して公園一体建物

とするにあたっては、甲及び乙の協議により作成された設計図書に基づ

き行うこと。公園一体建物の新築に要する費用については、原則として

乙が負担するものとし、甲は当該費用のうち都市公園の設置に伴い特別

に要する費用を負担するものであること。既存の建物を公園一体建物に

するための増改築等に要する費用については、原則として甲が負担する

ものであるが、その増改築等の内容により両者が受ける利益の程度に応

じ、適切に費用を分担するものであること。

エ 乙は、公園一体建物又はその敷地内において、都市公園の構造に損害

を及ぼす恐れがあると認められる行為は行ってはならず、また、公園一

体建物を使用する者に対して、当該行為を行わせてはならないこと。こ

の場合において、乙が法令の規定に基づき適法に行う行為については、

行為制限の対象とはならないこと。

オ 甲は、都市公園に関する点検又は都市公園の改築、修繕もしくは災害

復旧に関する工事（以下「都市公園に関する工事」という。）を行う必

要がある場合には、乙と日時、場所及び方法について協議し、又は乙に

通知して、公園一体建物に立ち入ることができ、この場合に乙に損失を

与えたときは、当該損失を補償しなければならないこと。

カ 甲は、都市公園の構造を保全するため必要がある場合には、上記オと

同様、公園一体建物の構造耐力等に関する点検を行うことができ、この

場合に乙に損失を与えたときは当該損失を補償しなければならないこと。

キ 甲は、乙と日時及び方法について協議して、又は乙に通知して、都市

公園に関する工事を行うことができること。
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ク 乙は、公園一体建物に損害が生じ、又は損害が生じる恐れがある場合

においては、甲に対して必要な都市公園に関する工事をすることを要請

することができること。この場合において、甲は、その要請が相当と認

められるときは、必要な都市公園に関する工事を行わなければならない

こと。

ケ 乙は、都市公園の構造に損害を及ぼす恐れがあると認められる公園一

体建物の改築、増築又は修繕に関する工事（以下「公園一体建物に関す

る工事」という。）を行おうとする場合においては甲とその日時及び方

法について協議し、それ以外の当該工事を行おうとする場合においては

甲に通知して、当該工事を行うことができること。この場合において、

当該工事に要する費用については、原則として乙が負担するものとし、

甲は利益を受ける限度において、当該費用の一部を負担するものである

こと。

コ 甲は、都市公園の構造に損害を及ぼす恐れがあると認められる場合に

おいて、必要な公園一体建物に関する工事をすることを乙に対して請求

することができ、緊急の場合であって、あらかじめ請求を行うことが困

難である場合においては、必要な最小限度の範囲内において公園一体建

物に関する工事を行うことができること。これらの場合において、公園

一体建物に関する工事に要する費用については、原則として甲が負担す

るものとし、乙は利益を受ける限度において、当該費用の一部を負担す

るものであること。

サ 甲又は乙は、都市公園又は公園一体建物の設置又は管理の瑕疵により、

それぞれ公園一体建物又は都市公園に損害を与えた場合においては、当

該損害をそれぞれ乙又は甲に賠償すること。

シ 協定の有効期間は、都市公園の存する期間とすること。

ス 甲又は乙は、それぞれ協議し、新たに協定を締結して、公園一体建物

を取り壊し、かつ、公園一体建物の敷地に公園一体建物を新築すること

ができるものであること。

セ 甲は、この協定又はその写しを甲の特定の事務所において閲覧に供し

ている旨を、公園一体建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示しなけ

ればならないこと。

ソ 甲は、都市公園の管理上必要な設備については、対価を支払って、公

園一体建物の設備を使用することができること。

タ 乙は、公園一体建物の全部又は一部を貸与しようとする場合において

は、当該貸与に係る契約に、当該貸与を受けようとする者が乙と同一の

条件の下で、公園一体建物又はその敷地内における行為制限並びに甲が
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行う公園一体建物への立ち入り、公園一体建物に関する点検及び都市公

園に関する工事の受忍義務を遵守する旨の条項を定めるとともに、当該

貸与を受けようとする者に当該義務を遵守する旨の誓約書を甲に対して

提出させなければならないこと。

チ 乙は、公園一体建物を譲渡しようとする場合においては、その旨を甲

に通知しなければならないこと。

ツ 以上の他、甲は、乙が行う所有権の移転又は権利の設定を制限しては

ならないこと。

以上の事項のうち公園一体建物の管理上必要な公園管理者の義務に関す

る事項は、同法第２２条第１項第７号の「その他必要な事項」として定め

ることとする。

②協定の公示等

公園管理者は、公園一体建物協定を締結した場合は遅滞なくその旨を公

示することを定めており、都市公園法施行規則第１２条において、公園一

体建物の所在地、公園一体建物の所有者又は所有者になろうとする者の氏

名又は名称、協定又はその写しの閲覧の場所について公示を行うこととし

ているので、協定を締結した場合はこれらを速やかに行い、都市公園の適

正な管理に支障が生ずることのないようにすることが望ましい。

③協定の適用範囲

協定の目的となる公園一体建物は、一つの不動産として存在する建物全

体であり、建物の一部について当該部分のみを公園一体建物とすることは

できないものである。また、協定の適用範囲は公園一体建物全体とするの

が原則であるが、協定に定められた事項によっては、各事項毎に個別にそ

の適用範囲を建物の一部に限ることも考えられる。

（５）公園一体建物に関する私権の行使の制限について

法第２４条に定める公園一体建物に関する私権の行使の制限とは、公園管

理者が都市公園の権原として敷地の共有持ち分を有している場合に、他の共

有者からの共有物の分割請求後に建物収去請求が行われる場合等都市公園の

撤去につながるような公園一体建物に関する私権の行使の制限をその趣旨と

するものである。

なお、公園一体建物が建物の区分所有等に関する法律上のいわゆる区分

所有建物である場合には、区分所有権の対象となっている一室を単位として

本条を適用することとなることから、当該区分所有建物の他の一室の所有者
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であっても、その者が建物全体の敷地の所有者であるときには、本条に言う

「敷地所有者等」に該当することとなる。

５－３．公園保全立体区域制度について

（１）趣旨

公園管理者は、立体都市公園の構造を保全する必要があると認めるときは、

その立体的区域に接する一定の範囲の空間又は地下について、必要最小限度

の範囲に限って公園保全立体区域を指定し、公園保全立体区域内にある土地、

竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者に対して立体都市公園の

構造の保全のための措置義務及び行為制限を課すとともに、必要な措置命令

を行うことができる。なお、立体都市公園の下部空間のほか、その接する空

間又は地下について公園保全立体区域を指定することができることとしたの

は、例えば人工地盤の橋脚や公園一体建物の基礎周辺等の立体都市公園の構

造を保全するため必要な空間又は地下は、必ずしも立体都市公園の下部空間

に限られないためである。

（２）運用に当たっての基本的な考え方

①基本的な考え方

都市公園の区域を立体的に限定して立体都市公園の下部空間について自

由な利用を認める場合においても、立体都市公園の下部空間から立体都市

公園に及ぼされる障害を防止することは必要であることから、立体都市公

園の下部空間でなんらかの物件の設置又は行為が行われ、それにより当該

立体都市公園の構造に支障が生ずるおそれのあるような場合には、公園管

理者は、公園保全立体区域を指定し、適正に当該都市公園を管理すること

が望ましい。

公園保全立体区域は、当該区域内の土地等の所有者又は占有者に一定の

行為制限等を課すことになるため、その指定は必要最小限の範囲に限るべ

きである。

②他の施設との関係

公園保全立体区域を予定する区域に文化財等が存在する場合、その文化

財的価値を損なうことのないよう、公園保全立体区域の指定にあたっては、

あらかじめ当該物件の所有者又は占有者、教育委員会等関係部局の意見を

聞くなどの対応を行うことが望ましい。

公園保全立体区域内では、立体都市公園の構造に損害を及ぼす恐れがあ

ると認められる場合は、土地等の所有者又は占有者は必要な措置を講じな
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ければならず、講じない場合には措置命令ができることとされているが、

他の法律に基づく物件、又は他の法律に基づく行為は、当該物件又は行為

が各々の法律に照らして適正なものである限りは、当該立体都市公園の構

造に支障を及ぼすことは想定しがたいものであることから、そのような物

件又は行為に対し法第２６条による特別の制限が加えられるものではない。

なお、他の法律に基づく物件又は行為が、各々の根拠法に照らして違法

なものと認められる場合には、公園管理者は遅滞なく、各々の所管部局に

対しその是正方を申し入れることにより都市公園の管理に支障の生ずるこ

ととならないようにすべきである。

（参考）立体都市公園のイメージ

参考までに、主に想定される立体都市公園及び立体的公園区域、公園一

体建物協定、公園保全立体区域の指定等のイメージを以下に示す。

Ⅰ 都市公園の地下利用を可能とするケース

・ 都市公園の公園区域を立体的区域とする範囲（以下「立体的公園区

域」という。）は、当該都市公園に設けられている又は設けようとす

る公園施設が必要とする条件や各施設の施工への配慮等を勘案し、ま

た、当該都市公園の適切な維持管理のために必要な施設、空間等をそ

の範囲として設定することが望ましい。

・ 地下に構造物が建設される場合、当該建設工事等により都市公園に

支障が生じる可能性のある範囲を公園保全立体区域に指定することが

望ましい。例えば地下に民間駐車場等を設ける場合、当該地下駐車場

の構造や当該地下駐車場において行われる工事等の内容により立体都

市公園の構造に損害を及ぼすおそれがある場合には、当該地下駐車場

の柱部分のみではなく、当該地下駐車場の存する地下空間及び当該地

下駐車場から当該立体都市公園の立体的公園区域までの間の地下空間

を公園保全立体区域に指定することが望ましい。

Ⅱ 建物の屋上に都市公園を設置するケース

・ 都市公園の立体的区域の指定の考え方はⅠと同じ。

・ 建物の屋上の都市公園を設置する場合、公園一体建物協定を締結す

べきである。

・ 公園一体建物及びその地盤については、原則として、公園保全立体

区域に指定することが望ましい。

・ 都市公園へのアクセスの手段となる施設が公園一体建物の内部にの



- 32 -

み設けられるような場合は、公園の利用に支障がないよう、あらかじ

め当該建物の所有者又は占有者と協議し、その管理や修繕の方法等を

公園一体建物協定に定めることが望ましい。

Ⅲ 人工地盤上に都市公園を設置するケース

・ 都市公園の立体的区域の指定の考え方はⅠと同じ。人工地盤につい

ては原則として公園施設とすべきではあるが、人工地盤の設置目的や

他の施設の使用状況等から個別に検討し判断すべきである。

・ 例えば、人工地盤を公園施設とする場合、当該地盤を支える柱の基

礎部分については土地の権原を取得することが必要となり、また、柱

を支える周辺地盤部分については公園保全立体区域に指定することが

考えられる。また、Ⅰのケースと同様、人工地盤下に設ける施設の構

造や人工地盤下において行われる工事等の内容により立体都市公園の

構造に損害を及ぼすおそれがある場合には、当該人工地盤下の空間を

公園保全立体区域に指定することが望ましい。

・ 都市公園へのアクセス施設を公園施設とするかどうかは、当該都市

公園の形態や当該アクセス施設の役割等の観点から個別に判断するこ

とが望ましい。

以上は参考としてのイメージであり、他にも立体都市公園を活用したケ

ースは様々考えられることから、それぞれの地域の実情に応じた立体都市

公園制度の活用を図ることが望ましい。

６．監督（法第４章関係）

（１）趣旨

近年、都市公園においては、放置自動車等の工作物又は物件（以下「工作

物等」という。）が放置され、公園利用者の利用を阻害するなど、公園管理

上の支障を引き起こしている。この点、平成１６年の法改正前においては、

工作物等を放置した相手方を確知することができない場合には、公告手続を

経て公園管理者が自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却

を行わせることができることとされていたところであるが、当該除却を行っ

た工作物等の保管、公示、売却、廃棄等に関する規定は定められていなかっ

た。このため、これらの放置された工作物等の除却を円滑に進めるため、公

園管理者等が除却した工作物等の保管、公示、売却、廃棄等の手続の整備を

行うこととしたところである。
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（２）対象となる物件について

法第２７条第４項から第１０項までの規定の対象となる場合は、法第２６

条第２項若しくは第４項又は第２７条第１項若しくは第２項の規定により工

作物等の除却を命じようとする場合において、過失がなくて除却を命ぜられ

るべき者を確知することができない場合である。この場合におけるこれらの

措置の目的となる工作物等としては、様々なものが考えられるが、最も典型

的には、法第６条に違反して都市公園を占用している放置自動車等の工作物

等が想定される。

なお、法第２７条第３項の規定による措置は、他人の所有又は占有にかか

る工作物等であっても、公園管理上必要やむをえない場合には、公園管理者

又はその命じた者等が除却する権限を与えたものであり、対象となる工作物

等はいわゆる「有価物」に限られる。したがって、明らかに廃棄されたと認

められる工作物等は、従来どおり、廃棄物として通常の維持管理、清掃によ

り処理して差し支えない。

（３）工作物等の保管について

公園管理者は、その保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれ

があるとき、又は公示の日から原則として２週間、工作物等が特に貴重な物

件であるときは３ヵ月を超えて保管を行っている場合で、工作物等の評価額

に比してその保管に不相当な費用又は手数を要するときは、当該工作物等を

売却し、その売却した代金を保管することができるが、この場合の考え方は、

以下のとおりである。

①法２７条第６項の「滅失し、若しくは破損する恐れがあるとき」とは、通

常の管理による保管を継続する場合に、物件の価値が著しく減少する恐れ

があるときをいうものであり、例えば放置された屋台に残された生鮮食品

等をいう。なお、鉄骨等を屋外の資材置場等で保管する場合に、傷みが生

じることをもって直ちに滅失・破損する恐れがあるとは認められない。

②同項の「保管に不相当な費用を要するとき」とは、その時点までの保管費

用又は手数と条例又は施行令に定める方法による当該工作物等の評価額と

を比較し、前者が大きいことが明らかなことをいい、「不相当な手数を要

するとき」とは、保管に特別に勤務や人数を必要とする場合をいう。

（４）工作物等の廃棄について

公園管理者は、保管した工作物等の価額が著しく低い場合において、工作
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物等の買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかである

ときは、これを廃棄することができるが、この場合の「価額が著しく低いと

き」とは、売却に要する費用が売却予定価額を上回ることが明らかである場

合等である。

（５）工作物等の公示、評価及び売却について

法第２７条第３項の規定により公園管理者等が除却した工作物等について

は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあっては条例、国の設置に係る都

市公園にあっては施行令の定めるところにより、公示を行うこととしている。

また、本運用指針５．（３）本文に規定するときには、工作物等を売却し、

その売却した代金を保管することができることしているが、この場合の売却

の手続き及び売却・廃棄を行うかどうかを判断するための評価方法について

も、地方公共団体の設置に係る都市公園にあっては条例、国の設置に係る都

市公園にあっては施行令の定めるところによることとされている。なお、こ

れらの条例を制定するにあたっては、「都市公園条例の雛形の改正について

（平成１６年１２月１７日国都公緑発第１５２号）」を送付したところであ

るので、参考として活用していただきたい。

（６）経過措置について

「 都 市 緑 地 保 全 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 １ ０ ９

号）」の施行日（平成１６年１２月１７日）前に、同法による改正前の法第

１１条第３項の規定により、命令の相手方が確知できないために公園管理者

等が除却した工作物等については、「都市緑地保全法等の一部を改正する法

律の）施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成１６年政令第３９９

号」附則第３条により、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（平成１６

年法律第１０９号）による改正後の法第２７条第４項から第１０項までに定

める工作物等の保管、公示、売却、廃棄等の手続きは適用されない。

７．条例による公園施設の追加について（施行令第４条関係）

法において、公園施設の種類を限定的に定めており、これにより都市公園

の効用とは関係のない、あるいは効用を阻害するような施設が設置されるこ

となくオープンスペースとしての都市公園が適切に保存されてきたところで

ある。

しかし、地域のニーズの変化等を背景とした地域における都市公園の機能

の充実を図る観点から、法令で限定的に公園施設を列挙することは、地域の

ニーズに速やかに対応することが困難な場合もあり、また、地方分権改革推
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進会議においてもこの点が指摘されたことから、「都市公園法施行令の一部

を改正する政令（平成１５年政令第１０１号）」により施行令の一部が改正

（平成１５年３月２８日公布・施行）され、建ぺい率の上限等の都市公園の

オープンスペースとしての機能の保持に留意した上で、地域における判断の

下、条例により公園施設の追加が可能となったところである。

ただし、全ての公園施設について条例による追加を可能とはせず、直接、

都市公園本来のサービスを提供する施設である休養施設、遊戯施設、運動施

設及び教養施設に限定している。

なお、条例により追加された休養施設、遊戯施設、運動施設及び教養施設

に対しても、施行令第６条の規定による建ぺい率の特例が適用される。

８．占用物件に係る制限について

都市公園内においては、公園施設以外の施設は都市公園の効用を増進する

ことはないため、これらをなるべく設けるべきではないことから、法及び施

行令は占用物件として都市公園に設けることのできる施設を限定的に規定し

ているが、仮設の占用物件までを法令で限定的に列挙することは、地域のニ

ーズに速やかに対応することが困難な場合もあるため、「都市公園法施行令

の一部を改正する政令（平成１５年政令第１０１号）」により施行令が改正

（平成１５年３月２８日公布・施行）され、建ぺい率の上限を定める等の都

市公園のオープンスペースとしての機能の保持に留意した上で、地域におけ

る判断の下、条例により仮設の物件又は施設の占用物件への追加を可能とし

たところである。

条例で追加する仮設の占用物件については、従来より施行令に規定されて

いた仮設占用物件の規定を参考とし、以下によることとされている。

・ 占用期間は６ヶ月以内であること

・ 占用することができる都市公園は０．５ha以上の敷地面積を有するもの

であること。

・ 占用の場所は都市公園の広場内であること。

・ 建築面積の総計はその広場の敷地面積の１００分の３０を超えないこと

なお、同法第７条において、公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、必要や

むを得ないと認められるものであって、政令で定める技術的基準に適合する

場合に限り公園管理者は占用を許可できるものと規定しており、また、施行

令第１５条第１項では、占用物件の外観、配置について、できる限り都市公

園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければ

ならない旨規定されているところである。


